
計画に盛り込むべき施策の方向性

第２期 第３期（案）

方向性 施策 主な内容 方向性 施策 主な内容

１　効果的な広報活動の実施 １　効果的な広報活動の実施

２　講座、講演会等の実施 ２　講座、講演会等の実施

３　職員等を対象とした研修の充実 ３　職員等を対象とした研修の実施

４　区及び関係機関の相互理解の促進 ４　区及び関係機関の相互理解の促進

５　地域関係者・関係機関と連携した相談体

制の強化

５　地域関係者・関係機関と連携した相談体

制の強化

６　支援方針の検討等への司法専門職等の関

与

６　支援方針の検討等への司法専門職等の関

与

７　本人の意思を尊重した適時・適切な権利

擁護支援の促進

７　本人の意思を尊重した適時・適切な権利

擁護支援の促進

８　適時・適切な区長申立ての実施 ８　適時・適切な区長申立ての実施

負担軽減の充実 ９　申立て支援及び費用・報酬助成の充実 負担軽減の充実 ９　申立て支援及び費用・報酬助成の充実

10　権利擁護支援推進協議会の運営 10　権利擁護支援推進協議会の運営

11　中核機関の運営 11　中核機関の運営

12　権利擁護支援地域関係者ネットワーク連

絡会の運営

12　権利擁護支援地域関係者ネットワーク連

絡会の運営

13　区民後見人候補者の養成・支援 13　区民後見人候補者の養成・支援

14　区民後見人の受任の促進
14　区民後見人候補者の幅広い活躍の場の提

供及びモチベーションの確保

15　法人後見実施体制の強化 15　区民後見人の受任の促進

区民後見人等候補者の活用
16　区民後見人候補者の幅広い活用及びモチ

ベーションの確保
16　法人後見実施体制の強化

17　チームの自立支援 17　権利擁護支援チームの自立に向けた支援

18　成年後見人等選任後の状況把握 18　成年後見人等選任後の状況把握

19　親族後見人等への支援の充実 19　親族後見人等への支援の充実

20　後見事務の円滑化に向けた支援（仮）

Ⅰ　成年後見制度を

含めた権利擁護支援

の普及・啓発を推進

する。

権利擁護支援の普及・啓発
Ⅰ　成年後見制度を

含めた権利擁護支援

の普及・啓発を推進

する。

権利擁護支援の普及・啓発

権利擁護支援の理解向上 権利擁護支援の理解向上

Ⅱ　成年後見制度を

含めた権利擁護支援

安心して利用できる

仕組みを作る。

相談・支援体制の強化

Ⅱ　成年後見制度を

含めた権利擁護支援

を安心して利用でき

る仕組みを作る。

相談・支援体制の強化

地域連携ネットワークづくりの推進 地域連携ネットワークづくりの推進

成年後見等の担い手の確保

成年後見人等への支援

Ⅳ　成年後見人等の

活動しやすい環境を

作る。

Ⅲ　成年後見等の担

い手となる地域資源

の活用・育成をす

る。

成年後見等の担い手の確保
Ⅲ　成年後見等の担

い手となる地域資源

の活用・育成をす

る。

Ⅳ　成年後見人等の

活動しやすい環境を

作る。

成年後見人等のへの支援
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